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外部利用者による実験課題の応募

UTTACの外部利用をご希望の場合、応募方法の詳細は、web（”UTTACの外部利用”で検索）をご覧くださ

い。応募利用課題につきましては、応用加速器部門共用運営委員会での審議を経て採択された後は

■ 主に光熱水料および支援経費に基づく施設利用料での実験実施（トライアル課題は無料）

■ 施設共用支援スタッフおよび部門職員の支援のもとでの研究・技術開発

■ 成果公開課題の研究成果は、特許取得等の理由がある場合は2年間の公開延期

等が可能 になります。なお、 UTTACでは委託分析・委託実験は原則として受け入れていません。

実験終了後に、実験結果の解析に関する支援をご希望の場合には、共用運営委員会の判断のうえで実験

支援者との共同研究へ移行していただくことが望ましいと考えます。
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共用運営委員会

応用加速器部門担当者

採択結果の受領

マシンタイム申請

実 験
施設共用支援スタッフ、部

門職員

共用運営委員会（各課題の進
捗状況の把握、運営全般）

支援

委員会規定に基づき

■筑波大で実施可能かどうか

■新規開発的な内容かどうか

■高度な学術・技術発展につながるか

■健全な目的（平和利用）であるか

●成果報告＝UTTAC Annual Report

施設利用料の請求・納入
（筑波大財務、原則として四
半期ごとに処理）

実験課題の応募から成果報告までの流れ

応募前に打合せ

E-mail:

kyoyo-staff@tac.tsukuba.ac.jp

電話:029-853-2492 （事務担当）
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